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＜論 文＞ 
 

介護保険サービスの利用支援機関に関する日韓比較研究 
－利用プロセスにみる利用支援機能の分析－ 

 

李   恩 心 

 

【抄録】 日本は2000年に介護保険制度が施行され、韓国は2008年に老人長期療養保険制度が施

行された。これにより両国では権利としてのサービス利用が保障されるようになった。一方で介護

保険制度の導入により、サービスの利用に至らない潜在的ニーズの増加の可能性が指摘されている。 

 本研究では、日本と韓国両国の介護保険制度上に位置づけられた利用支援機関の業務範囲や機能

等を比較分析した。その結果、日本は利用プロセスごとに利用支援機関の機能分離があるが、韓国

では利用支援機能が保険者である国民健康保険公団に一元化されており、両国における利用支援業

務の範囲と対象が異なっていることがわかった。また、韓国では情報管理システムが有効に使われ

ているものの、利用者本位の細やかで総合的な利用支援システムの構築への課題が残る。日本は総

合的な利用支援システム構築に向けて法整備が進められている一方で、実践的課題が残されており、

両国の取り組みに関する示唆が得られた。 

【キーワード】 介護保険制度  老人長期療養保険制度  利用支援機関   

        介護サービスへのアクセス 

 
Ⅰ．はじめに 

 
日本は、高齢化率が17.3％となった2000年に介護保険制度が施行され、韓国は、高齢化率が10％

となった2008年に「老人長期療養保険制度」（以下、「長期療養保険制度」とする）が施行された。 
これにより日本と韓国では、介護の社会化を基本理念とした介護サービスの選択権（介護保険法

第 2 条 3 、長期療養保険第 3 条1 ）や、サービス申請権（介護保険法第27条、長期療養保険第12条・

13条）といった権利としてのサービス利用が保障されるようになった。 
しかしながら介護保険制度は、高齢者が個人のニーズを自覚し、サービス利用を申し出ることを

基本としており、一方で制度利用に至らない潜在的ニーズを増大させることも指摘されている（平
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野2007：783）1。介護サービスにおける高齢者のニーズについては、「高齢者とサービス提供者や

家族、同じようにケアを必要とする他の高齢者など、第三者を含めた人々の関係性のなかで承認さ

れ、調停されることによってつくられていく」（齋藤2008：87）という知見からも分かるように、

法制度の整備だけでは不十分で、適切なサービス利用へ結び付けられるよう、サービスへの利用支

援を具体的に検討していかなければならない。即ち、このような申請主義の限界と福祉サービスの

利用支援については、「実施機関の側に積極的に福祉サービスの利用を促進するという姿勢が存在

してはじめて、利用者による福祉サービス選択権や申請権は実効性をもつ」（古川2001）といった

指摘の持つ意味は大きい。 
このような流れの中で近年は、支援を求めない人々の潜在ニーズの顕在化に注目した研究（齋藤

2008、小林2012）、高齢者相談専門職と相談窓口の機能に関する研究（舟木2005、高橋2009）、福

祉サービスの利用を必要とする人々の福祉サービスへの利用支援や接近性における視点に関する研

究（井上2008、菱沼2009）、支援が困難なクライエントに対するケアマネジメント実践における利

用者の「利用力」とサービス供給主体の「提供力」に着目し、両者の交互作用について行った研究

（山井2010）、さらに福祉サービスへのアクセシビリティの問題を提起した研究（宮岡1990、越智

2011）、利用者側のサービス利用を分析する視点として、サービスへの「アクセス」という概念を

位置づけ、適切な情報選択やサービス利用における自己決定を支援する仕組みの構築に関する研究

（松原1988、李2014）等が見られる。 
本研究では、これまでの先行研究を踏まえ、介護保険サービスへの利用支援機能について、日本

と韓国両国の介護保険制度上に位置づけられた利用支援機関の業務範囲や利用状況等を比較分析し

ながら、両国の介護保険サービスへの利用支援システムの運用における示唆と課題を抽出すること

を目的とする。本研究では、日本と韓国の介護保険制度に関する法令及び統計データ、利用支援機

関に関する文献等を概観しながら日韓比較検討を行う。 
 

                                                                 

1

 平野は、「措置制度における福祉ニーズの基本的性格は、ブラッドショー（Bradshaw, J.）の区分によれば

ノーマティブ・ニーズ（法律や専門職によって改定された規範的ニーズ）であり、そこでは市町村などの公

的機関が、老人福祉法を規範に「要援護高齢者」という価値基準からニーズが把握されていた」と述べてい

る（平野 2007：783）。また、介護保険制度は、エキスプレス・ニーズ（制度として利用申請されたニー

ズ）を制度の基調にしており、利用者本位・利用者主体という理念からはエキスプレス・ニーズが望ましい

が、一方で制度利用に至らない潜在的ニーズを増大させることを指摘している（平野 2007：783） 
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Ⅱ．「利用支援」の概念と分析枠組み 
 

１．介護保険制度導入と相談窓口の外在化 
日本は、1997年の社会福祉基礎構造改革案により福祉サービスの提供と利用の部分について、

従来の措置制度が改められることとなった。この流れは、福祉サービスの利用制度化を含む抜本的

な福祉関連法制度の改革につながり、利用者の自己決定権や福祉サービス申請権を尊重する手続き

の導入をもたらした（古川2005：46-47）。 

介護保険制度により、保険者から要介護認定を受け、要介護認定に応じた給付限度額を前提に必

要な介護保険サービスを選択し、サービス提供者と直接契約を結んで利用するという一定の前提条

件の下での初めての「利用方式」の導入となった（秋元2007：774）。 
 福祉サービスの契約利用という方式を導入した場合には、①福祉サービス提供の基盤が利用者に

よる選択を可能にするほど十分に整備されうるかどうか、②利用者が契約の当事者として期待され

る条件を備えているかどうか（福祉サービスにたいするアクセス能力の低位性という困難）につい

ての検討も重要となる（古川2005：239-240）。 
清水（1999）は、福祉サービスの利用方式導入に伴う行政機関の機能について、「生活保護業

務」「措置業務」「利用支援業務」に分け、公的責任の類型として「最低生活保障」「選択制度の補

完」「選択制度の円滑な運営」の三つの類型を導きだした（図 1 ）。このなかで、「利用支援業務」

が「新たな役割」として加わることになる。介護保険の場合、生活保護や措置業務を除く実務の多

くは、介護保険の要介護認定をはじめとする管理運営業務を役所内の福祉事務所以外の他部局が行

い、利用支援については外部の介護支援専門員等が行うことになるため、福祉事務所組織の外部に

おける相談窓口の外在化が進むことになった（清水1999：55）。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１ 選択制度導入後の社会福祉の概念図式 
出典：清水浩一（1999）「福祉事務所および児童相談所の新たな役割―措置から選択制度への移行

を踏まえて―」『社会福祉研究』76、p.54。 



現代福祉研究 第15号（2015. 3） 

 - 24 -

２．「利用支援システム」の分析枠組みと利用支援機関 
社会福祉のシステムを説明する際に、利用者または利用を必要とする人の福祉サービスの利用支

援を向上させる装置を示す「利用支援システム」（古川1997）という用語が用いられる。ここでの

「利用支援システム」とは、「伝統的な供給者主体の社会福祉を利用者主体あるいは利用者主権の社

会福祉に転換するという観点からとらえなおそうとするとき、援助提供システムとは相対的に独立

したシステムとして浮上してくる特有のシステム」であり、「社会福祉の援助を実施し、提供しよ

うとするシステムとそれを利用しようとする利用者やその家族、近隣者、支援者等が出会う場所や

状況において、すなわちインターフェース的な状況において展開するシステム」（古川1997：62）

である。古川の利用支援システムの構成要素としての主な利用支援機関は、相談窓口が中心となる。 
古川の「利用支援システム」の機能には、判断能力が不十分な人々や、サービス利用を拒否する

人々への、サービス提供者側からのリーチアウトの必要性が示されており、この点は重要な指摘で

ある。ここに、利用者側のサービスの「利用への気持ち」というような「利用意思」の問題を具体

的に位置づけ、利用支援システムの中における利用者側からのサービスへの「アクセス」という問

題の位置づけをさらに明確にする必要がある。そのため、本研究では、利用支援システムを補強す

る要素として、サービス利用プロセスの中に「アクセス」概念を位置づけることにする（李2014）。 
 以下では、このような利用支援システムの分析枠組みを用いて、介護保険制度に位置づけられた

利用支援機関の業務範囲と機能を中心に日韓比較考察を行う。 
 
Ⅲ．日本と韓国の介護保険制度と利用支援機関 
 
１．日本における「利用支援」の法的位置づけと介護保険サービスの利用支援機関 
 社会福祉法 （昭和26年 3 月29日法律第45号、最終改正：平成26年 6 月 4 日法律第51号）において

は、福祉サービスの利用を必要とする人々が「福祉サービスの適切な利用」ができるよう、「情報

の提供」（第75条）、「利用契約の申込み時の説明」（第76条）、「利用契約の成立時の書面の交付」

（第77条）、「福祉サービスの質の向上のための措置等」（第78条）の規定等が示されている。また、

「福祉サービスの利用の援助等」を行うための「福祉サービス利用援助事業」（第80条、第81条）、

「社会福祉事業の経営者による苦情の解決」（第82条）、「運営適正化委員会」（第83条）が規定され

ている。 

介護保険制度の利用システムは、①要介護認定プロセス（要介護認定の申請、要介護状態の区分

調査、判定、決定）、②個別介護計画（ケアプランの作成プロセス：生活状況等の把握、ニーズの

把握、個別介護計画の策定と合意）、③個別介護計画実施プロセス（サービス事業者・施設との調
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整および契約、サービス提供の適正管理、サービス評価）の三つのプロセスで構成される（平野

2007：782）。そして、それぞれの利用システムに応じた利用支援として、保険者に関する規定

（第 3 条、第14条、15条、第19条、第27条）、「居宅介護支援事業」（第 8 条23）と「地域支援事業」

（第115条45）、「地域包括支援センター」（第115条46）が位置づけられている。 
ここでの居宅介護支援事業は、居宅要介護者が指定居宅サービス等の「適切な利用等をすること

ができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該

居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これ

を担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画（居宅サービス計画）を作成するとと

もに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サー

ビス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと」（介護保険法第8条23）とされた。 
居宅介護支援については、要介護者の立場に立ち専門的見地から、居宅介護サービスの利用を

コーディネートする目的で創設され、保険給付化されたことになったが、創設当時は、十分な学問

的根拠もない状態で制度化されたことで、その標準化・科学化は当初からの課題でもあった（堤

2010：55）。利用者側の介護サービスの利用支援として位置づけられた居宅介護支援にこのような

課題が残るのには、介護保険制度におけるケアマネジメントが利用者指向モデルとして機能するの

ではなく、システム指向モデルとして機能することにもひとつの理由がある（副田1999）。 

井上は、「ケアマネジャーの職務のゆらぎ」（井上2008）を指摘し、「ケアマネジャーへの報酬は、

介護保険給付サービスに限定されているものの、ケアマネジャーは、居宅介護支援を超えるサービ

スを視野に入れながらケアプランを作成することが結果として求められているためである」（井上

2008：48-49）と論じている。また、居宅介護支援としてのケアマネジメントは、契約を前提とし

ているため、排除された人たちへの介入ができない（若狭2004：37）という構造的問題がある。

居宅介護支援事業におけるケアマネジャーは、利用者にとっての大きなキーパーソンでもあるため、

実際は利用者のケアマネジャーの選択における困難（李2012）も指摘されている。また、「ケアマ

ネジャーの資質や専門性、学習意欲には歴然とした差があり、これが質的格差を徐々に広げていく

原因になっており、その是正もまた大きな課題である」（増田2013：67）との指摘のようなケアマ

ネジャーの質のばらつき等の課題は、利用者が実感する「介護サービスの質」は、いわゆる「ケア

マネジャーの質」によって決まるという構造にもつながっていると言える。 
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このような課題を含む居宅介護支援事業を補完する形で介護保険制度では、地域支援事業2と地

域包括支援センターを新たに位置づけることになった。地域支援事業（第115条45）は、「被保険

者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、

社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者

の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う」総合相談支援業務等の地域包

括支援センターの運営に関わる事項や介護予防事業等が規定されている。地域包括支援センターは、

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保

健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする、「包括的支援事業」等の実施

主体として設置された（第115条46）。 
 
２．韓国における「利用支援」の法的位置づけと長期療養サービスの利用支援機関 

韓国では、「社会福祉事業法」（1969年制定）の1983年改正で相談業務を追加し、社会福祉士資

格が創設（第 2 条 2 ）された。日本の社会福祉士国家資格の創設が1987年であることから考えると、

相談援助専門職の位置づけは早い段階で行われたと言える。また、同時に社会福祉法人における社

会福祉士の採用義務（第 6 条）が定められ、1992年改訂では、社会福祉士有資格者である「社会福

祉専担公務員」が行政自治単位である市郡区（または邑面洞、これは日本の市区町村にあたる）に

設置される（第10条）ようになった。 
このような流れを受け、現在の韓国の社会福祉事業法では、2012年改正で、福祉サービスを必

要とする人は誰でもサービス利用を申請することができる（第 1 条 2 ）とされ、「相談支援等の実

施」（第 4 条 3 ）、「社会福祉サービスの提供に伴う情報提供について」（第 4 条 9 ）が定められ、「人

権の擁護と福祉増進の責任」に関する国と地方自治団体、サービス提供者の役割が規定されるよう

になった。 
韓国の長期療養保険制度は、急速な高齢化の進展に伴い、日本の介護保険制度を大幅に参考にし

ながら2007年に制定された。長期療養保険制度は医療保険活用型で、保険者は全国で単一の「国

民健康保険公団」（以下、公団）であり、被保険者は20歳以上の国民健康保険の加入者となる。地

方自治団体は、長期療養基本計画に基き、長期療養施設の設置および指定などの事業を支援する役

割を主に担っている。 

                                                                 

2

 平成 26 年の介護保険制度改正で「地域支援事業」は、大幅に改正されることとなった。具体的には、既存

の介護予防事業は新しい総合事業である「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」へ多

様化され、「包括的支援事業」は、地域包括支援センターの運営における地域ケア会議の充実、在宅医療・

介護の連携推進、認知症施策の推進、生活支援サービスの基盤整備の充実へと具体的な方向性が示された。 
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長期療養保険制度の要介護認定区分は、2008年施行時は 1 等級から 3 等級まで（ 1 等級が日本

の要介護度 5 程度）だったが、2014年 7 月の改正において、長期療養 4 等級及び 5 等級（認知症

特別等級）を新設し、認知症高齢者への対策を強化するなど利用者を大幅に拡大している。 

長期療養保険の管理運営機関は保険者である公団であり、全国に公団支社が178ヶ所あり、職員

も 1 万人余り在職している。公団支社は「老人長期療養センター」3として各地域の長期療養保険

制度に関する運営管理業務を担っている。 

保険給付は、在宅給付、施設給付、特別現金給付（家族療養費、特例療養費、療養病院看病費）

があり、利用者負担は、在宅介護の場合がサービス利用料の15％、施設介護の場合がサービス利

用料の20％となっている。 

長期療養保険制度の利用支援業務は、管理運営機関である公団の業務として位置づけられている。

具体的には、長期療養保険法において「受給者に対する情報提供・案内・相談等の長期療養給付関

連の利用支援に関する事項」（第48条 2 ）として定義されている。 
 また、長期療養保険法では「国家及び地方自治団体の責務」として、「国家及び地方自治団体は、

老人が自立して日常生活を営むことができる健康な心身状態を維持するために必要な事業（以下、

「老人性疾患予防事業」とする）を実施しなければならない。」（第 4 条 1 項）とし、さらに「国家

は、老人性疾患予防事業を行う地方自治団体または「国民健康保険法」による公団に対し、これに

必要とされる費用を補助することができる。」（第 4 条 2 項）と定められている。 
長期療養保険制度における利用支援事業については、「長期療養対象者が長期療養認定の申請を

しやすくするために、案内・支援し、受給者が心身機能の状態とニーズにあうように、不利益や不

便がないように、適正で円滑な長期療養給付が受けられるよう、案内・調整・支援し、地域社会資

源等を活用し、効率的で費用効果的な給付が提供できるように支援する一連の過程」(ハンら

2012：13)として示されている。 
具体的な業務範囲及び内容は、①認定調査、②標準長期療養利用計画書の作成・提供、③相談管

理、④長期療養給付提供計画書の管理、⑤地域協議体の運営、⑥サービス担当者会議の運営、⑦非

該当（認定外）者への地域社会資源の提供となっている(ハンら2012：2)。これらの利用支援業務

の50％以上を占めているのは、③相談管理業務であるとされる(ハンら2012：2)。 
 ここでは公団の政策研究院所属の研究員らによる報告であるハンら（2012、2013）の研究を主

に取り上げながら検討することにする。 
長期療養保険制度施行後の公団の年度別相談件数をみると、表 1 のとおりである。相談が必要な

                                                                 

3

 「老人長期療養センター」は、韓国の行政単位である「邑面洞」（日本の市・区等の基礎自治単位の下位行

政区画）単位で設置されており、およそ人口約 1 万 5 千～ 2 万 5 千人当たり一ヶ所となっている。 
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対象者の選定と周期は電子システムにより自動的に抽出される（ハンら2013：165）。ここでの

「初期相談」は、長期療養等級の認定結果が通知された後、受給者として認定を受けたすべての高

齢者を対象に、14日以内に長期療養機関関連情報、本人向けのサービス利用計画を作成、利用契

約等を案内する。介護保険サービス利用者の保護者への制度や利用手続き等に関する説明会も開催

されている。「定期相談」は、サービス利用支援時の苦情相談、利用契約の支援、心身機能状態及

び生活環境改善等を定期的に案内する相談である。「随時相談」は、定期的な訪問相談によって適

正給付を案内し、機能状態の維持・改善を支援する相談である。 
2012年度は、利用者が28万人を超え、担当職員を増員している。職員一人当たりの利用者数は、

156人で、月平均の総相談件数は約53件に及んでいる。相談実施件数は、「初期相談」が10.2％、

「定期相談」が75.5％、「随時相談」が14.3％となっており、「定期相談」の割合が最も高い。 
また、これらの相談の中には、「定期相談」の18.1％、「随時相談」の17.0％の割合で「未利用

者相談」が含まれる（ハンら2013：165）（2013年 7 月現在）。 
 

表１ 公団の年度別総相談件数 

年度 利用者 職員 職員一人当たり
の受給者数 

相談実施件数 月平均 
初期相談 定期相談 随時相談 計 職員一人当たりの

総相談件数 
2012 283,523 1,821 156 118,759(10.2) 879,865(75.5) 166,426(14.3) 1,165,050 53.3 
2011 269,224 1,590 169 126,608(9.3) 1,024,351(75.0) 214,413(15.7) 1,365,372 71.6 
2010 262,770 1,590 165 144,720(5.8) 2,083,484(82.8) 288,299(11.5) 2,516,503 131.9 
2009 217,624 1,590 137 157,922(8.8) 1,520,354(84.4) 122,958(6.8) 1,801,234 94.4 
2008 131,348 1,590 83 236,193(31.4) 515,973(68.6) ― 752,166 39.4 
注）（ ）は、構成比。 
出所：ハンら（2013）「老人長期療養保険居宅給付利用者の利用支援相談に関するニーズ及び支援

方法」『健康保障政策』（国民健康保険公団・健康保険政策研究院）p.164。筆者が修正作成。 
 
 
Ⅳ．介護保険サービスへのアクセスと利用支援機関の機能 
 
１．介護保険サービスの利用状況 

介護保険制度における要介護認定者数は、日本が約561万人、韓国が約37万 8 千人で（2013年現

在）、要介護認定率（高齢者人口対比）は、日本が17.6％（2012年度末現在）、韓国が6.1％（申請
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者対比認定率は70.7％、2013年末現在）の割合を占めており4、両国とも前年度末に比べ要介護者

数も要介護認定率も増加傾向にある。 
一方、要介護認定者に占める利用率は、日本が78.9％（2012年現在）（厚生労働省2014）、韓国

が90.1％（2012年6月現在）（宣2013：41）となっている。韓国が日本に比べ高齢者人口対比の要

介護認定率が低いことから、未利用率も少なくなっていると考えられる。また、もう一つの背景と

して、日本は介護保険サービスを利用しない理由として、「家族介護でなんとかやっていける」と

いうものが最も高く、要支援者の44.5％、要介護者の47.1％がそのように回答しているが（厚生

労働省2014：36）、韓国においては未利用者の63％が療養病院または病院の入院患者である（ハン

ら2012：198）ことも影響していると考えられる。さらに、前述した韓国のサービス未利用者への

相談支援業務の実施も少なからず影響しているのではないかと考える。 
 
２．「介護サービスへのアクセス」という視点からみる利用支援機関の機能比較 

次に、介護保険サービスへのアクセス（李2014）という分析枠組みから、日本と韓国のサービ

ス利用プロセスとそれぞれの利用プロセスに関わる利用支援機関をまとめると表 2 のとおりである。 
 

表２ 介護サービスへのアクセスに関わる日韓の利用支援機関 

サービス利用前
（情報収集）

要介護認定申
請窓口
（保険者）

認定後の利用手続き
（ケアプラン作成、事業所選択・
契約）

サービス利用中

日本 地域包括支援セン
ター、行政、病院等

市町村 地域包括支援センター(予防給
付）、居宅介護支援事業所（介
護給付）

地域包括支援センター(予防
給付）、居宅介護支援事業所
（介護給付）

韓国
公団、老人福祉セ
ンター、病院、行政
等

公団 公団（＊） 公団（＊）
 

注）(*) ：公団が作成する「標準長期療養利用計画書」とは別に、利用者が最も多く利用している

サービス事業所が他の事業所のサービスまで「調整」する現状が多い（西下2011）。 
 

まず、利用者側の介護保険サービスの利用プロセスの中で、サービス利用前の「情報収集」の段

階をみると、日本では介護保険法に総合相談窓口として位置づけられた地域包括支援センターの機

能や保険者である行政の窓口等が挙げられる。しかし、韓国では長期療養保険制度に関するほとん

どの情報が保険者である公団に集約されているため、介護保険サービスの利用相談は公団を中心に

                                                                 

4

 日本の統計データは、厚生労働省（2014）による。韓国は、「2013年度長期療養保険主要統計」（2014.6.16）

による。 
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行われている現状がある。また、「老人総合福祉館」等の社会福祉館が地域住民や一人暮らし高齢

者、低所得高齢者等が利用する主な社会資源となっており、これらの機関に所属している社会福祉

士が韓国の長期療養保険制度の説明や公団へのつなぎの役割を担っている構造となっていることも

特徴的である。 
要介護・要支援認定の申請手続きにおいては、日本と韓国両国とも介護保険制度の保険者が要介

護認定の申請窓口となっており、韓国の場合は、保険者である公団がその役割を担っていることが

日本との相違点である。 
要介護・要支援の認定後の利用手続きにおいては、前述したとおり、日本では法的に位置づけら

れている居宅介護支援事業所（介護給付）か地域包括支援センター（予防給付）がケアマネジメン

ト機関として機能することになる。これは、サービス事業所と利用契約が成立し、実際に利用して

いる間においても同様となる。 
韓国では、要介護認定後の利用手続きは、まず公団が作成する「標準長期療養利用計画書」（日

本のケアプランに該当）をもとに、利用者側が直接サービス事業所と契約し利用に至る。ここで韓

国では、公団が作成する「標準長期療養利用計画書」とは別に、利用者が最も多く利用している

サービス事業所が他の事業所のサービスまで「調整」するという現状も明らかになっている（西下

2011）。西下は、この現状を「見えざるケアマネジメント」（西下2011：190-192）として指摘して

いる。 
日本では、利用プロセスごとにそれぞれの利用支援機関が利用支援業務を行うこととなっており、

各利用支援機関の機能が明確に分離されているといえる。また、これらの利用支援機関ごとに利用

支援の対象や業務範囲も異なってくる。一方、韓国では、主な利用支援機能が保険者である公団に

一元化されていることが特徴といえる。 
 
３．利用支援機関の運用における課題 
１）利用支援の対象と業務範囲 

日本の利用支援機関はそれぞれの事業や機関ごとに利用支援の対象や業務範囲が異なる。前述し

た平野（2007）の介護保険制度の利用システムのうち、「要介護認定プロセスは、市町村による行

政処分のプロセスであり、個別介護計画策定プロセスと個別介護計画実施プロセスは私法的契約に

よるサービスプロセス」（平野2007：782）となる。平野によると、「介護保険方式は行政プロセス

と私法プロセスの複合体である点が特色であり、複合体の性格は行政処分である要介護認定に特定

の居宅支援事業者などに表記を認めたり、逆にサービス提供における苦情解決などで公的介入を設

定するなど、さまざまな形で組み込まれている」（平野2007：782）ことが特徴と言える。 
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日本では、利用プロセスごとの利用支援機関の変更や関わる機関が多いことは、結果的に利用者

へのアセスメントの重複をもたらし、また相談窓口に対する混乱等を招き、効率的な利用支援・

サービス提供における連続性への課題を残すものの、利用プロセスごとの利用支援機関の機能分離

や専門分業化が進められており、利用者本位の細やかな利用支援が行われていると考える。 
また韓国では、「利用支援」が「業務」として具体的に示され、その対象も幅広く示されている。

公団の利用支援業務には、①利用者や家族、②介護保険サービス未利用者、③要介護認定の非該当

者への相談援助業務がそれぞれ位置づけられ、総合的な利用支援業務がシステム化されている。 
 
２）情報管理システム 

韓国の長期療養保険サービス未利用者に対する相談支援業務は、介護サービスへのアクセス困難

層として考えられる一人暮らし高齢者等へのアプローチの仕組み（情報管理システム）においては

効果的な取り組みがなされている。即ち、要介護認定外の場合は、「韓国保健福祉情報開発院」の

データベース（社会保障情報システム）を通して、公団から市郡区へ情報提供される。また、長期

療養保険事業に関連する各種書類の記録、管理・保管は保健福祉令で定められている「電子文書」

（ファイル）を使用すること（長期療養保険法第59条）が規定されており、総合的な情報管理シス

テムが構築されている。 
このような韓国の取り組みは、日本における各利用支援機関の連携に基づく総合的な情報管理シ

ステム（ネットワーク）の構築において示唆が得られる。 
 
３）総合的な利用支援システム構築への課題 

日本と韓国の介護保険サービスの利用手続きに関わる利用支援機関の相違は、実際に利用者への

利用支援の内容や利用者の利用支援機関の利用状況にも影響を及ぼすこととなる。 
東京都Ａ市の公的相談窓口の利用に関する利用者及び家族への調査（李2012）からは、地域包

括支援センターや行政などの公的相談窓口の利用率は 6 割弱で、相談窓口を知っていた人の割合が 
5 割弱、相談窓口を身近に感じなかった人の割合が 5 割弱を示していた。 

韓国は、公団の利用支援に関する相談窓口についての利用者及び家族の認知度は、「知ってい

る」が38.5％、「聞いたことがない」が18.6％、「まったく知らない」が42.9％となっており、公

団の相談窓口に対する認知度を高めるための工夫が必要であることが分かる。実際の公団における

相談経験も、53.9％の割合を示しており、利用支援業務が一元化されている仕組みから考えると

それほど利用率は高くないことが分かる。利用者と家族の主な相談内容は、「長期療養保険制度の
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利用手続きについて」「長期療養保険制度の内容について」が半数以上を占めている5（ハンら

2013：171）。 
日本では居宅介護支援事業としてケアマネジメントが位置づけられ、保険給付されている。韓国

は、公団の給付管理が中心となっており、ケアプラン作成においては、公団以外のサービス事業所

の裁量と介入が大きい現状である。韓国では、保険者である公団による給付管理中心のケアマネジ

メントが行われており、「利用者中心のニーズマネジメントをするための制度創設が急がれる」（宣

2013：35）現状となっている。利用者本人に合う適切なサービスの選択を支援する信頼できる相

談援助専門職の不在が大きな課題となっている。 

しかし、利用者側からの介護保険サービスへのアクセスの視点から考えると、一ヶ所の利用支援

機関で利用手続きが完了するといった利用支援機関の利用におけるメリットや相談窓口の可視化が

特徴であると言える。また、前述したとおり、利用者や家族のみならず、介護保険サービス未利用

者や要介護認定の非該当者への相談援助業務、行政とのサービス連携の役割はその意義が大きいと

考える。一方で、利用者と家族の多くは、「既存の在宅老人福祉サービスと介護保険給付サービス

との間に立ち、乱立している機関や施設の選択、各サービスの内容の差異、サービス伝達体系の複

雑さなどで大変混乱している状況である。」（金ら2009：29）ことから、「地域包括ケアシステム」

のような総合的な利用支援システムへの課題が残る。そのため、「介護保険給付サービスを含む在

宅福祉サービスに関する情報提供や伝達体制改善も課題の一つである。利用者のサービスへのアク

セスを可能にし、継続して在宅生活を支える統合的なシステムを推進するためには、地域において

医療、福祉、介護サービスが切れ目なく流れるような体制をつくりあげることが重要である。この

ためには、各事業者間の情報の流れや連携による伝達体制の整備が求められる。」（金ら2009：

29）との知見は今後の利用支援システムの構築における示唆を与える。 
また、韓国においては、長期療養保険制度の管理運営体系が効率的・総合的であることが特徴で

あるが、これにより、公団の利用支援業務の機能集中化による運用上の課題をもたらし、サービス

プログラムが不足するなど細やかな利用支援機能への課題があげられる。また、利用者側の公団の

利用支援業務に対する認知度や利用率の低さ（ハンら2012、ハンら2013）、ケアマネジメントなど

細やかな利用支援機能及び国と地方自治団体（行政）とのサービス利用支援における役割分担や連

携、公的責任への課題（金2009、増田2010、ハンら2012、ハンら2013、宣2013）、保険者として利

用者の利用支援と権利擁護者としての役割強化への期待（ハンら2013：179）等が挙げられている。

地方自治団体と加入者（利用者）との直接的な関わりがないため、地方自治団体におけるサービス

                                                                 

5

 2013 年 7 月に、居宅サービスを利用している 2013 年 1 月から 3 月の間で新規または更新判定を受けた利用

者及び家族 2,000 人（母集団から層化抽出）を対象に行ったアンケート調査結果である。 
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利用支援としての機能が明確に示されていないこともあり、長期療養保険制度の利用支援機能にお

いての様々な制度的・実践的課題が残っているといえる。 
前述したとおり、韓国では日本より数年早めに社会福祉士資格が社会福祉法制度に位置づけられ

た。これにより、社会福祉館等の社会福祉法人が運営する施設・機関、地方自治体の福祉専担公務

員等の配置ができ、すでに社会福祉士資格が相談援助専門職として多くの場で相談援助業務におけ

る必要要件となっており、専門的スキルを活かした幅広い利用支援業務を展開してきた経緯がある。

長期療養保険制度の導入に伴い、公団においても社会福祉士の勤務経歴者を優先採用するなどその

実績を活かすことも可能である。韓国の今までの社会福祉法人等での相談援助専門職の取り組みや、

公団の利用支援業務、地方自治体における専担公務員との総合的・体系的な連携に基づく利用支援

システムの構築への可能性は大きい。今後、日本と韓国における総合的な利用支援システム構築に

向けての新たな展開を期待したい。 
 
Ⅴ．おわりに 

 
日本は、介護サービスへのアクセシビリティ（利用のしやすさ）を高める有効な相談支援システ

ムの構築に向けて法整備が進められており、より具体的な実践への課題が残る一方、韓国はそのシ

ステムの構築を急ぐ必要性について段階的な議論が進められていることが特徴であると言える。即

ち、日本と韓国両国ともそれぞれの利用支援機関の機能は特徴をもつが、近年はこれらの利用支援

機関の総合的・中核的な利用支援機能が問われるようになっているといえる。 
韓国の高齢化率は、2013年現在12.2％となっているが、OECD国家の中で増加幅が最も大きいの

が特徴的で、日本との差は縮小される見込みでもある。このような状況から日本と韓国の介護保険

サービスのありようは益々注目を集めていくと考えられる。利用者本位のサービス利用支援機能を

持たせるために何が求められているのか、今後も引き続き日本と韓国の取り組みに関する比較検討

を通してそのありようを明らかにしていきたい。特に、近年は韓国の公団の給付管理型ケアマネジ

メント的役割への批判ばかりが注目されているが、利用支援機関としての機能に関する一定の評価

を与えたうえで、利用プロセスと利用支援機関との相互作用に関する構造的分析による実践的な機

能強化のための議論も必要なのではないか。これは、利用者の介護サービスへのアクセシビリティ

確保に向けた利用者本位の利用支援システム構築への課題ともいえる。 
 

なお、本稿は第27回日本保健福祉学会学術集会で行った口頭発表「介護保険サービスの利用プ

ロセスにみる利用支援機関の機能に関する日韓比較研究」を修正加筆したものである。また本研究
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は、平成26年度～平成27年度科学研究費補助金・若手研究B（研究課題番号26780326）の助成を受

けて実施した。 
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